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小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 

すずらん 重要事項説明書 

＜令和７年４月１日改正＞  

 

 

１． 事業者（法人）の概要 

 

名称・法人種別 社会福祉法人  友愛会 

代 表 者 名 理事長  前 渕  功 

所在地・連絡先 

（住所） 京都府亀岡市本梅町平松ナベ倉１２ 

（電話） ０７７１－２６－２１１５ 

（FAX） ０７７１－２６－３５５７ 

設 立 年 月 日 昭和４７年１２月７日 

法人ホームページ http://www.yuaien.or.jp 

 

 

２．事業所の概要 

 

事業所の名 称 すずらん 

所在地・連絡先 

（住所） 京都府亀岡市余部町中条１７番地 

（電話） ０７７１－２０－２８４０ 

（FAX） ０７７１－２０－２８４０ 

開 設 年 月 日 平成１９年４月１日 

事 業 所 番 号 ２６９１６０００１５ 

管理者の氏 名 小早川 広恵 

 

３．目的及び運営方針 

    

（１）目的   

事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業

所の職員が、利用者に対し、適正な事業サービスを提供することを目的とします。 

 

（２）運営方針   

利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することがで

きるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊

サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援します。 
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４．職員の配置状況 

 （１）主な職員の配置状況 

従業員の職種 常勤 職務の内容 

１．管理者 １名（看護員兼務） 管理運営の統括、本部との調整他 

２．介護支援専門員 １名（介護員兼務） 
サービスの調整・ケアプランの作成 

相談業務他 

３．介護員   5名以上 日常生活の介護、相談業務 

４．看護員 ２名 医務業務 

 

（２）主な職種の勤務体制 

職種 勤務体制 

１．管理者 主な勤務時間： 9：00～18：00 

２．介護支援専門員 主な勤務時間： 8：30～17：30 

３．介護員 勤務時間： 8：30～19：00（交代制） 

夜勤の勤務体制：17：00～9：00 

 ＊19：00～8：30までは1人体制 

４．看護員 主な勤務時間： 9：00～18：00 

 

５．事業実施地域及び営業時間 

実施地域 亀岡市全域 

営業日 年中無休 

営業時間  ２４時間 

通いサービス 基本時間 ７：００～２０：００ 

宿泊サービス 基本時間 ２０：００～７：００ 

訪問サービス ２４時間 

 

６．登録及び定員 

登録定員 １月２８名 

通い定員 １日１５名 

宿泊定員 １日５名 

 

７．居室等の概要 

居室・設備の種類 室 数 

宿 泊 

室 

個室（洋室） ３室 

個室（和室） ２室 

合 計 ５室 

共用：キッチン・浴室・リビング・トイレ（身障者用あり） 
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８．サービス内容 

（１）通いサービス 

種類 内容 

日常生活の支

援 

日常生活上において支援が必要な場合に行います。 

健康チェック ①検温、血圧測定、脈拍測定を行います。 

②状態の観察を行います。 

日常生活動作

訓練（日常生活

リハビリ） 

利用者の状況に適した日常生活動作訓練を行い、身体機能の低下を緩

和するよう努めます。 

食事支援 朝食【7：00】 昼食【12：00】 おやつ【15：00】 夕食【18：00】 

食事の提供及び必要時食事の介助を行います。 

入浴支援 ①必要に応じて入浴サービスを行います。 

②入浴又はシャワー浴、清拭を行います。 

  □一般入浴  □シャワーキャリーを使用 

③衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の支援を行います。 

排泄支援 状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自立について

も適切な支援を行います。 

送迎支援 希望により、送迎サービスを行います。 

送迎車：軽自動車又は軽リフト車 

 （２）訪問サービス 

利用者宅を訪問し食事や入浴、排せつ等の日常生活上の支援を提供します。 

①訪問サービス実施のための必要な備品等(水道・ガス、電気を含む)は無償で使用させ

ていただきます。 

②訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為は致しません。 

・金銭または高価な物品の授受 

・飲酒及び喫煙 

・宗教活動、政治活動、営利活動 

・迷惑行為 

 （３）宿泊サービス 

食事や排せつ等の支援を提供します。 

夜間定期巡回を行います。 

（４）相談・助言等 

相談・助言等 利用者及びその家族の日常生活上における介護等に関する相談及び

助言、申請代行等を行います。 

９．小規模多機能型居宅介護計画について 

事 項 内 容 

小規模多機能型居宅

介護計画（予防含む） 

計画作成担当者が、利用者の直面している課題等を評価し、利

用者の希望を踏まえて、介護従業者と協議の上、小規模多機能

型居宅介護計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画を

作成します。 また、サービス提供の目標の達成状況等を評価

し、その結果を書面（サービス計画書）に記載して利用者に説明

のうえ交付します。  
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１０．サービスの利用について 

小規模多機能型居宅

介護（予防含む） 

①【登録日】サービスが開始になった日（通い・訪問・泊まり） 

②【終了日】利用者と当事業所の利用契約が終了した日 

③利用者の都合により、サービスの利用を中止または変更、も

しくは新たなサービスの利用を追加することができます。 

この場合には原則としてサービスの実施日の前日までに事業

者に申し出てください。 

④サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働

状況により利用者の希望する日時にサービスの提供ができな

い場合は、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。 

 

１１．利用料金   

（１）厚生労働大臣が定める基準によるものであり、介護保険法による介護報酬の告示上 

の額を設定しています。 

（２）介護保険負担割合証の利用者割合が利用者の負担額となります。 

  ① 介護保険サービス料 

    注：利用回数の変更があっても利用料は増減しません。 

     亀岡市 1単位 10.33円 

 

項目 単位数 要件 

要支援１ 3,450単位 1月基本単位 

要支援２ 6,972単位 

要介護１ 10,458単位 

要介護２ 15,370単位 

要介護３ 22,359単位 

要介護４ 24,677単位 

要介護５ 27,209単位 

初期加算 30単位 登録日より30日間毎日算定 

総合マネジメント加算Ⅰ 1,200単位 毎月算定 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 750単位 毎月算定 

看護職員配置加算Ⅰ 900単位 介護給付のみ毎月算定 

認知症加算Ⅱ 890単位 認知症日常生活自立度Ⅲ以

上の方のみ毎月算定 

科学的介護推進体制加算 40単位 毎月算定 

口腔・栄養スクリーニング加算 20単位 6ヶ月１回算定 

若年性利用者受入加算 450単位 ６５歳未満で予防給付のみ毎

月算定 

若年性利用者受入加算 800単位 65 歳未満で介護給付のみ毎

月算定 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ  上記総単位数の 14.9％ 
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  ② 食事、宿泊代等 

項目 通常料金 キャンセル料金 

朝食 3３0円 １６５円 

昼食 590円 295円 

おやつ 100円 0円 

夕食 590円 295円 

配食 590円 295円 

泊まり 3,000円 0円 

※ 欠食の申し出があり、業者に停止できない場合はキャンセル料が発生します。 

 

  ③ その他 

    ＊おむつ 

自宅でご使用の方は多い目にご持参下さい。 

      持参物が足りない場合は、事業所のオムツを使用します。 

      後日返却又は返却がない場合は徴収します 

尿取りパッド：30円 

リハビリパンツ：120円 

オムツ：200円 

    ＊レクリエーション 

      利用者の希望によりレクリエーションに参加できます。 

材料費や外出等でかかる費用については実費となります。 

    ＊複写物の交付 

      複写物 １枚につき 10円 

 

１２．利用料金のお支払い方法 

請求書 毎月、月末に締め切り、翌月の１０日前後に請求書を手渡し又は郵送とし

ます。 

□ 手渡し（連絡帳袋に入れる） 

□ 郵送（郵送先：              ） 

支払い方法 ①振込、現金（事業所窓口）の２通りがあります。 

□ 振込 

□ 現金払い 

②現金の場合は、おつりのないようにお願いします。また、現金取り扱い

の出来る職員がいるときに対応しますので1報ご連絡をお願いします。 

③請求書が届いた月中に料金をお支払いください。 

 

１３．サービス利用にあたっての留意事項 

保険証 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証を提示してください。 

居室・設備・器具の

利用 

事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく

場合があります。 

喫 煙 原則禁煙とします 

所持金品の管理 所持金品は、自己責任で管理してください。 
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宗教活動・政治活

動 

事業所での他の利用者の対する執拗な宗教活動及び政治活動はご

遠慮ください。 

薬、処置セット等 内服薬、外用薬、点眼薬等必要なお薬はご持参ください。 

外傷、褥瘡等がある場合は、軟膏やガーゼ、テープ等必要な物品は

ご持参ください。 

迷惑行為等 ①騒音など他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

②喧嘩、口論等他人に迷惑をかけることはしないでください。 

 

１４．協力医療機関・施設 

瀬尾医院      所在地：亀岡市篠町見晴１丁目８－３ 

坂井歯科医院       所在地：亀岡市千代川町千原１丁目２－８ 

介護老人福祉施設 亀岡友愛園    所在地：亀岡市本梅町平松ナベ倉１１ 

 

１５．医療上の対応 

通院対応 ①原則としてご家族で対応をお願いします。 

②感染症の疑いなどの受診対応はご家族で対応をお願いします。 

入院対応 ①ご家族で対応をお願いします。 

 

１６．緊急時等における対応方法 

 （１）利用者の心身の状況に異常が見られた場合は、状態の変化を確認し、ご家族（介護 

者）に報告させていただきます。主治医及び協力医療機関に相談をさせていただく場 

合もあります。 

   状況に応じて途中退所していただく場合があります。 

 （２）緊急事態が生じたときには、状態の変化を確認し、１１９番に通報し救急車の要請を 

致します。 

   ご家族（介護者）に状況を報告し、当事業所へ来ていただくか搬送先の病院へ駆け 

つけていただきます。 

 

 

 

かかりつけ医院・病院： 

希望の救急搬送病院： 

 氏名（続柄） 連絡先（自宅・携帯電話・職場） 

緊急連絡先①   

緊急連絡先②   

緊急連絡先③   
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１７．事故発生時の対応 

（１）事業の提供により事故が発生した場合は、亀岡市、ご利用者の家族等に連絡を行う 

とともに、必要な措置を講じます。 

（２）その事故の状況及び事故に際して取った処置について記録をするとともに、その原 

因を解明し、再発防止の対策を講じます。 

（３）事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うも 

のとします。 

 

１８．感染症、衛生管理等 

  （１）事業所は、食器その他の設備又は飲用水について、衛生的な管理に努めるとともに、

衛生上必要な措置を講じます。 

  （２）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとと 

もに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。 

 

１９．非常災害時の対応 

非常時の対応 「消防計画」「地震、風水害マニュアル」に沿って対応を行います。  

避難訓練 避難訓練を年２回実施、利用者の方も参加して行います。  

防災設備 
スプリンクラー設備・火災感知器（煙感知器・熱感知器）・自動火災通報装

置・ガス漏れ探知機・消火器、防炎カーテンを使用など 

地震、水害等

災害発生時

の対応 

利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制を早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し、業務継続計画に従い行います。 

自治体及び地域の防災関係機関との連携により対応します。 

 

２０．業務継続計画 

事業所は、感染症、非常災害の発生において、利用者に対するサービスの提供を継続 

的に実施するための、及び非常時の体制を早期の業務再開を図るための計画（以下 

「業務継続計画」という。）を策定し、業務継続計画に従い行います。 

 

２１．個人情報の保護 

   ご利用者及びそのご家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」を厳守 

し適切な取り扱いに努めます。 

   事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外 

の目的では原則的に利用しないものとします。 

 

２２．苦情等の相談受付について 

（１）当事業所における苦情・相談の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

（苦情受付担当者） チーフ    沖 春菜 

（苦情解決責任者） 管 理 者  小早川 広恵 

○受付時間 毎週月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

○電話番号：０７７１―２０－２８４０ 

※第３者委員の設置があります。 
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※ 苦情受け付け用のご意見箱を事業所内に設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

亀岡市高齢福祉課       電話番号：０７７１―２５－５１８２ 

京都府国民健康保険団体連合会     電話番号：０７５―３５４―９０９０ 

京都府社会福祉サービス運営適正化委員会  電話番号：０７５－２５２―２１５２ 

 

２３．身体拘束の禁止 

ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場 

合を除き、身体拘束は行いません。 

やむを得ず身体拘束、その他ご利用者の行動を制限する行為を行う場合には、ご家族 

の同意を得て行い、その理由、態様、時間、及び利用者の状況等を記録し報告いたしま 

す。 

 

２４．虐待の防止 

   事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を 

講ずるものとします。 

  （１）虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に

周知を図ります。 

（２）虐待の防止のための指針を整備します。 

（３）虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置をします。 

    【担当者】 管理者 小早川 広恵 

 

２５．ハラスメント 

事業所は、適切な高齢者生活支援を支える観点から、職場において行われる性的及 

び優越な関係を背景にした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 

により職員の就業規則が害される事を防止するための指針に基づき雇用を管理する 

ものとします。 

 

２６．運営推進会議の設置 

当事業所では、サービスの提供にあたり、サービスの提供状況について定期的に

報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、下記のと

おり運営推進会議を設置しています。 

<運営推進会議> 

構 成：利用者、利用者の家族、地域住民の代表者（余部町自治会、民生委員等）、亀

岡市職員、もしくは地域包括支援センター職員・小規模多機能型居宅介護に

ついて知見を有する者等 

開 催：隔月で開催。 

会議録：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 

 

２７．第３者評価の実施状況 

    令和6年１１月  運営推進会議にて行いました。 
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２８．その他運営についての留意事項 

 （１）従業者に対し、常に必要な知識を習得及び能力の向上を図る研修を実施しています。 

     ①採用時研修 採用後３月以内 

     ②継続研修 年２回以上 

     ③認知症介護に係る基礎的な研修 

     ④虐待防止予防のための定期的な研修 

     ⑤身体拘束等の適正化のための定期的な研修 

     ⑥感染症、災害時に係る定期的な研修 

 （２）従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持します。 

（３）従業者は、退職後においても秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約となって

います。 

  

 

 

令和    年    月    日  

 

当事業者は、重要事項説明書に基づいて、サービス内容及び重要事項の説明を行いまし

た。  

 

事業所 すずらん  

説明者 職名         氏名              印 

 

私は重要事項説明書に基づいて、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能

型居宅介護サービス内容及び重要事項の説明を受け、同意しました。 

 

利用者 

住所 

〒 

氏名            印 

代筆者            印 

 

代理人 

住所 

〒 

氏名             印 

 


